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（
十
一
） 

     
 
 
 

慶
應
三
丁
卯
年
十
一
月 

 
 
 
 

同
年
戊
辰
年
二
月 

   
 
 
 
 

御 

用 
留 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柳
澤
五
郎
右
衛
門 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

豊
田
家
文
書 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（
解
題
）
柳
澤
五
郎
右
衛
門
（
薮
田
隼
人
）
は
当
時
家
老
職
に
あ
り
、
後
の
東
北

出
兵
に
あ
た
っ
て
も
指
揮
官
を
務
め
て
い
る
重
要
人
物
な
の
で
、
そ
の
御
用

記
録
が
完
全
な
形
で
残
さ
れ
て
い
れ
ば
、
極
め
て
重
要
な
内
容
を
含
む
筈
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
文
書
も
極
め
て
残
念
な
こ
と
に
、
最
も
重
要

な
慶
應
三
年
十
二
月
初
か
ら
翌
四
年
正
月
末
迄
の
記
録
が
完
全
に
欠
落
し
て

い
る
（
表
題
に
も
こ
の
期
間
が
省
か
れ
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
）。
と

は
い
え
端
々
に
こ
の
時
期
の
藩
状
況
を
窺
わ
せ
る
記
事
が
あ
り
「
家
記
」
と

対
比
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
敢
え
て
こ
こ
に
収
録
し
た
。 

特
に
十
一
月
十
五
日
に
保
申
か
ら
階
層
身
分
別
に
全
藩
士
を
集
め 

「
方
今
、
将
軍
家
一
大
事
之
御
場
合
ニ

付
、
御
直
筆
を
以
、
被
仰
出
之
」 

と
の
告
諭
を
示
し
て
い
る
記
事
。
さ
ら
に
保
申
は
そ
れ
に
対
す
る
家
中
の
反

応
に
危
機
感
を
か
ん
じ
た
も
の
か
、
同
廿
五
日
に
御
所
傳
奏
及
び
幕
府
老
中

に
帰
郡
を
願
出
て
、
こ
の
許
可
が
出
る
や
同
二
十
八
日
早
朝
に
京
発
、
同
日

深
夜
四
半
時
（
十
一
時
頃
）
と
い
う
強
行
程
で
帰
城
し
て
い
る
こ
と
（
残
念

な
が
ら
告
諭
書
及
び
帰
城
後
の
状
況
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
）
等
が
記
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
前
掲
家
記
で
は
紛
失
と
回
答
し
て
い
る
御
所
・
幕
府
へ

の
帰
郡
伺
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
両
者
へ
の
伺
書
に
微
妙
な
差
異
が
あ
る
部

分
や
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
緊
迫
化
で
も
淡
々
と
春
日
御
祭
り
の
準
備
が
な
さ

れ
、
一
方
で
二
月
以
降
多
く
の
病
気
引
退
（
強
制
隠
居
で
あ
ろ
う
か
）
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
興
味
深
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

以
上 
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１ 

 
 
 
 
 
 

慶
應
三
丁
卯
年
十
一
月 

 
 
 
 
 
 

同
年 

戊
辰
年
二
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
用
留 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柳
澤
五
郎
右
衛
門 

 

（
注
）
当
時
家
老
の
柳
澤
五
郎
右
衛
門
は
、
通
名
は
薮
田
隼
人
と
い
い
、
役
儀
に
よ
り
賜
姓
を
名
乗
っ
た
。 

 
 

○分
２
家
老
千
五
百
五
十
石
慶
応
元
丑
十
月
二
十
八
日
、
辰
十
八
。
安
政
三
（
１
８
５
６
）
辰
年
十
八

歳
で
あ
れ
ば
慶
応
三
（
１
８
６
７
）
卯
年
に
は
二
十
九
歳
に
な
る
。
東
北
遠
征
隊
の
指
揮
官
。 

本
文
書
は
ま
さ
に
維
新
の
最
中
の
慶
応
三
年
十
一
月
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け
て
の
家
老
御
用
留
で
あ 

り
、
こ
の
期
の
郡
山
藩
の
動
向
を
知
る
た
め
の
最
高
史
料
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら 

表
題
の
通
り
十
二
月
か
ら
翌
一
月
の
最
重
要
期
間
が
欠
落
し
て
い
る
。
し
か
も
表
題
自
体
が
こ
の
欠 

落
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
旦
記
さ
れ
た
も
の
が
一
部
抜
き
取
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
維
新 

後
に
全
て
が
書
き
換
え
ら
れ
た
可
能
性
が
察
せ
ら
れ
る
。
因
み
に
執
筆
者
は
豊
田
家
文
書
「
廻
状
留 

（
安
政
六
年
か
ら
文
久
二
年
頃
）」
と
筆
跡
が
類
似
し
て
お
り
、
同
一
人
の
可
能
性
が
濃
い
。 

 

２ 

 
 
 

十
一
月
朔
日 

 
 

晴 

一 

式
日
御
礼
例
之
通
畢
而 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

殿
様
益
御
機
嫌
克 

 
 
 
 
 

御
鑓
奉
行
以
上 

 
 

 

御
旅
行
被
遊
、
恐
悦
申
上
之 

 

（
注
）
保
申
は
、
公
儀
及
び
公
家
方
よ
り
の
緊
急
上
洛
命
令
に
よ
り
。
十
月
廿
二
日
江
戸
発
、
十
一
月
四
日

京
着
の
途
上
に
あ
っ
た
。 

 

 
 
 
 
 
 

二
日 

 
 

曇 

一 

竜
華
山
江 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
平
但
見 

 
 

 

 
 

 

御
名
代 

 

（
注
）
竜
華
山
永
慶
寺
は
、
国
元
に
お
け
る
藩
主
菩
提
寺
で
あ
り
、
ま
た
松
平
但
見
は
立
藩
以
来
の
付
家
老

的
存
在
で
、
し
ば
し
ば
名
代
参
詣
を
行
っ
て
い
る
。

○分
１
御
家
老
千
二
百
石
役
料
二
百
俵
辰
四
十
一 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

於
御
用
部
屋 

 
 
 
 
 

牧
野
善
之
助 

 

 
 

 
 

 
 

御
警
衛
御
用
ニ

付 
 
 
 

石
田
八
十
助 

 
 

 
 

 
 

安
治
川
口
江

出
張 

 
 
 
 
 

 
 

被
仰
付
之 

 
 
 
 

 
 

但
支
度
次
第
可
致
出
立
候 

 
 

 
  

右
之
趣
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
立
會
例
之
通 

 

（
注
）
何
故
か

○分
に
該
当
者
が
見
出
せ
な
い
が
、
或
い
は
次
の
人
物
か
。 

○分
３
０
４
御
馬
廻
席
四
十
石
役
料
十
五
俵
、
御
買
物
方
兼
役 

 
 

牧
野
多
吉 

辰
三
十
三 

○分
３
０
５
御
馬
廻
席
四
十
石
役
料
二
十
俵 

御
徒
目
付
組
頭
兼
役 

石
田
助
八 

辰
三
十
九 

 

 
 

安
治
川
警
衛
は
幕
末
維
新
に
か
け
て
郡
山
藩
に
課
さ
れ
た
重
要
軍
務
で
、
家
譜
附
録
に
次
の
記
事
が

あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
郡
山
藩
は
苛
酷
な
長
州
戦
争
出
兵
を
免
れ
て
い
る
。
そ
の
後
鳥
羽
伏
見
敗
戦
で

の
慶
喜
逃
亡
時
に
、
七
日
付
け
で
一
旦
幕
府
か
ら
は
「
諸
警
衛
持
場
免
除
」
さ
れ
る
が
、
十
日
に
は

新
政
府
参
謀
か
ら
「
安
治
川
口
番
兵
可
差
出
旨
」
の
命
が
あ
り
、
実
際
に
は
継
続
警
衛
に
当
た
っ
た

も
の
で
あ
る
。 

 
 

 

「
同
廿
八
日
、
諏
訪
因
幡
守
忠
誠
召
家
臣
以
書
面
達
曰
、
可
警
衛
安
治
川
口
並
兵
庫
表
。
由
方
今

諸
藩
有
令
征
討
防
長
之
命
、
公
務
繁
多
、
故
強
被
命
保
申
両
所
警
衛
。
及
征
討
畢
宜
厳
重
奉

其
事
。
由
是
、
免
油
小
路
警
衛
之
事
給
也
。 

 
 
 
 

十
二
月
十
二
日
、
御
城
代
松
平
伊
豆
守
信
古
召
家
臣
曰
、
今
次
、
保
申
両
所
警
衛
部
局
厳
重
船
隊

修
斉
。
為
一
段
之
事
、
尓
後
、
愈
当
厳
焉
。」 
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御
警
衛
御
用
無
滞 

 
 

 
  

 

相
勤
、
昨
夕
帰
着
ニ

付 
 
 

斎
藤
大
四
郎 

 

 
 

 
  

 

締
向
之
儀
申
達
之 

 
 
 
 
 

○分
１
５
７
御
目
付
六
十
石 

辰
三
十
四 

 
 

 
  

 
右
立
會
例
之
通 

 

（
注
）
安
治
川
口
は
、
大
坂
湾
か
ら
淀
川
を
遡
上
上
洛
す
る
重
要
地
点
で
、
郡
山
藩
が
警
衛
担
当
で
あ
っ
た
。 

 
 

本
件
は
そ
の
担
当
者
交
代
の
発
令
儀
式
で
、
家
老
の
柳
澤
五
郎
右
衛
門
が
担
当
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 

３ 

 
 
 
 
 
 

三
日 

 
 

晴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

一 

竜
花
山
江 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
上
甚
五
左
衛
門 
 
 
 
 

 

 
 
 

御
名
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○分
４
御
家
老
格
四
百
石
役
料
二
百
俵 

辰
六
十
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明
治
二
年
民
事
局
長 

  

一 

於
折
入
三
之
間 

 
 
 

御
警
衛
御
用
ニ

付 
 
 
 
 
 

 

芦
田
福
造 

安
治
川
口
江

明
暁
ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
崎
健
蔵 

出
立
ニ

付
罷
出
ル 

 
 
 
 
 

 

今
中
禎
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
中
岩
之
助 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

植
松
順
三
郎 

 

（
注
）
芦
田

○分
１
５
９
御
目
付
四
十
石
役
料
二
十
俵
芦
田
福
蔵 

辰
二
十
七 

 
 
 

三
崎

○分
中
１
７
勘
定
衆
三
十
五
石 

（
支
配
方
御
目
付
）
辰
二
十 

 
 

 

今
中

○分
２
６
２
松
之
間
席
四
十
石
役
料
五
俵
今
中
禎
三
郎
（
御
広
式
番
兼
役
）
辰
四
十
一 

 
 
 

田
中

○分
３
８
４
大
小
姓
席
四
十
石 

（
支
配
方
御
城
代
）
寅
三
十
五 

＊
慶
応
二
寅
年
の
任
用 

 
 

 

植
松

○分
中
７
３
御
徒
士
並
五
両
四
人
扶
持 

勤
金
等
共
（
銃
隊
取
締
） 

 

辰
三
十
六 

 
 

 

 
 

何
故
か
名
前
相
違
等
で
比
定
困
難
な
も
の
が
多
い
。
或
い
は
こ
の
時
期
改
名
者
が
多
く
出
た
の
か
。 

  
 

 
 

右
立
會
例
之
通 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 

 

御
警
衛
御
用
ニ

付 
 
 
 
 
 

 

芦
田
福
造 

 
 

 
 

 

明
暁
ゟ
出
立
ニ

付 

 
 

 

御
締
向
申
談
之 

 

４ 

 
 
 
 
 
 

四
日 

 
 

晴 

 

一 

御
用
向
無
之 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

五
日 

 
 

晴 

 

一 

竜
華
山
江 

 
 
 
 

 
 
 
 

松
平
但
見 

 

 
 

 

御
名
代 

 

一 

於
御
用
部
屋
詰
合
之
面
々 

 
 

 

殿
様
被
為
召
候
ニ

付
、
被
遊 

 
 

御
年
寄 

 
 

 

當
四
日
御
京
着
、
御
同
意 

 
 

 

御
用
人 

 
 

 

恐
悦
之
御
歓
申
上
之 

  

一 

於
折
入
三
之
間 

 
 

 

警
衛
御
用
無
滞 

 
 
 
 
 

奥
村
常
馬 

 

 
 

 
相
勤
、
安
治
川
口
ゟ 

 
 
 

山
本 

陳 
 

 
 

 

昨
夕
帰
着
ニ

付
、
罷
出
ル 

 
 

門
奈
辰
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

古
谷
文
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古
市
鶴
之
助 
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木
村
房
蔵 

 
 

 
 
 
 

立
會
例
之
通 

 
（
注
）
斎
藤
は
一
日
夕
に
帰
着
し
て
い
る
が
、
奥
村
等
は
四
日
夕
に
帰
着
し
た
も
の
か
（
２
参
照
）。 

 
 

奥
村

○分
１
５
８
御
目
付
六
十
石 

申
三
十
四 

＊
「
申
」 

万
延
元
庚
申
年
任
用
か 

 
 
 
 

山
本
某
は
比
定
困
難 

 
 

 

門
奈

○分
３
４
３
大
小
姓
組
四
十
石
四
番
組
「
門
奈
刀
馬
」
か
？ 

辰
十
九 

 
 

 

古
谷

○分
３
０
９
御
馬
廻
席
四
十
石
役
料
五
俵
「
古
谷
太
郎
右
衛
門
」
か
？ 

辰
三
十
七 

 
 
 
 
 

古
市

○分
３
４
９
大
小
姓
組
四
十
石
役
料
十
俵
（
銃
隊
組
頭
兼
）
午
十
七 

＊
安
政
五
午
年
の
任
用
か 

 
 

 

木
村

○分
３
７
６
大
小
姓
席
四
十
石
（
御
広
式
番
兼
役
）
子
十
八 

 
 
 

＊
元
治
元
子
年
の
任
用
か 

 

５ 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 
 

御
警
衛
御
用
無
滞 

 
 
 
 
 
 

奥
村
常
馬 

 
 
 

相
勤
、
昨
夕
安
治
川
口
ゟ 

 
 
 

 

帰
着
ニ

付
、
御
締
向
之 

 
 
 
 
 
 

儀
、
申
達
之 

 
 

 
 
 
 

右
立
會
例
之
通 

  
 

 
 
 

六
日 

 
 

雨 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 

 

殿
様
今
般 

 
 
 

 

被
為
召
候
ニ

付 
 
 
 
 

 

井
上
橘
五
郎 

 

 
 

 

江
戸
表
ゟ
當
四
日 

 
 

 
 

 

御
京
着
被
遊
候 

 
 

 

依
之
竜
華
山 

 
 

 

惣 

 
 

 

御
霊
屋
江

御
吹
聴 

６ 

 
 

 

御
名
代
被
仰
付
之 

 
 

 

右
之
趣
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
立
會
例
之
通 

 

（
注
）
保
申
が
無
事
京
着
と
の
先
祖
に
対
す
る
報
告
（
吹
聴
）
を
、
井
上
に
名
代
さ
せ
た
も
の
。 

 
 

○分
５
１
御
鑓
奉
行
（
格
）
三
人
扶
持 

丑
三
十 

＊
慶
応
元
丑
年
の
任
用
か 

 
 

同
人
が
鎗
奉
行
三
人
扶
持
と
な
っ
て
い
る
の
は

○分
４
家
老
格
井
上
甚
五
郎
の
息
部
屋
住
出
仕
だ
ろ
う
。 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 

 

殿
様
益
御
機
嫌
克
、
被
遊 

 
 
 

御
鑓
奉
行
以
上 

 
 

 

御
京
着
候
ニ

付
、
御
歓
申
上
之 

 
 

其
以
下
一
席
一
人 

 

（
注
）
四
日
に
御
年
寄
・
御
用
人
で
同
様
の
御
歓
を
行
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
四
日
に
は
重
役
衆
に
保
申
の

急
上
洛
理
由
等
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

七
日 

 
 

晴 

 
 
 
 
 

 

八
日 

 
 

晴 

 
 
 
 
 

九
日 

 
 

晴 

 
 
 
 
 

十
日 

 
 

晴 

 

一 

竜
華
山
江 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
上
甚
五
左
衛
門 

 

３
参
照 

 
 

 

御
名
代 

 

  
 
 
 
 

十
一
日 

 

晴 

 

（
注
）
こ
の
間
に
も
京
都
の
情
勢
は
大
き
く
動
い
て
い
る
が
、
特
段
の
動
き
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

 
 

あ
る
い
は
五
郎
右
衛
門
等
は
保
申
と
情
勢
分
析
・
方
針
協
議
の
為
に
上
洛
か
。 
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十
二
日 

 

晴 
７ 

 

一 
於
御
用
部
屋 

 
 
 

御
徒
目
付 

 
 
 
 
 
 

重
山
十
蔵 

 

 
 
 

被
仰
付
之 

 
 
 
 
 
 

○分
中
６
徒
目
付
三
十
五
石 

亥
三
十 

＊
文
久
三
亥
年 

 
 
 
 
 

支
配
方
大
目
附
・
御
目
付 

 
 
 

右
之
趣
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
披
露
立
會
例
之
通 

  
 
 

銃
隊
組
頭
兼 

 
 
 
 
 

寺
内
友
太 

 

 
 
 

被
仰
付
之 

 
 
 
 
 
 

○分
２
８
８
御
馬
廻
組
八
十
二
石
（
銃
隊
組
頭
兼
）
辰
三
十 

 
 
 
 
 

支
配
方
銃
隊
奉
行
兼 

 

＊
分
限
帳
は
こ
の
辞
令
を
明
確
に
反
映
し
て
い
る
。 

 
 
 

右
同
断 

 
 
 

寺
内
友
太 

 
 
 
 
 
 
 

銃
隊
奉
行
兼 

 
 
 

支
配
入 

 
 
 

右
同
断
不
及
披
露 

  
 
 
 

 

十
三
日 

 

晴 

 

一 

真
華
院
様
江 

 
 
 
 
 
 
 

松
平
但
見 

 
 
 

御
名
代 

 

（
注
）
真
華
院
殿
慈
芳
妙
淑
大
姉
は
元
治
元
（
１
８
６
４
）
年
十
一
月
十
三
日
逝
去
。 

 
 

な
お
松
平
但
見
は
、
何
故
か
こ
の
後
姿
を
見
せ
な
い
（
後
に
郡
山
町
長
か
）。 

 

８ 

 
 
 
 
 

十
四
日 

 

晴 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 
 
 

和
州
・
河
州 

 
 
 
 
 
 

郡
代 

 
 
 
 

御
領
分
御
成
箇 

 
 
 
 
 

御
勘
定
奉
行 

 
 
 
 

差
出
帳
相
下
ル 

 
 

 

右
立
會
例
之
通 

 
 

 
 

 
 

但
、
御
入
ケ
方
御
年
寄
茂

罷
出
ル 

 

（
注
）
御
成
箇
（
年
貢
）
は
概
ね
十
一
月
中
旬
に
順
次
決
定
、
十
二
月
十
日
が
皆
済
期
限
と
さ
れ
て
い
た
。 

  
 

 
 
 

十
五
日 

 

雨 

一 

月
並
之
御
禮
例
之
通 

 
 

 

於
御
用
部
屋 

 
 
 
 
 
 
 

御
城
代 

 
 

 

方
今 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
寄
合 

 
 

 

将
軍
家
御
一
大
事
之 

 
 
 
 

寄
合
衆 

 
 

 

御
場
合
ニ

付 
 
 
 
 
 
 
 

 

寺
社
奉
行 

 
 

 

御
直
筆
を
以
、
被
仰
出
候
趣 

 

御
番
頭 

 
 

 

一
同
拝
見
致
候
様
、
被
仰
出
之 

御
籏
奉
行 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
鑓
奉
行 

 
 

 

右
之
趣
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
候
カ

） 

＊
以
下
、
本
文
書
筆
者
の
「
候
・
ル
」
は
殆
ど
判
読
困
難
。 

 
 
 
 
 

但
席
切
罷
出
ル
寄
合
衆
ゟ
立
會 

 
 
 
 
 

御
年
寄 

 
（
注
）
こ
の
日
は
、
十
月
二
十
四
日
慶
喜
の
将
軍
職
辞
任
を
受
け
て
、
事
態
が
急
旋
回
し
て
い
る
時
期
で
あ 

 

 

り
、
急
ぎ
上
京
し
た
保
申
が
藩
内
世
論
統
一
の
た
め
、
直
筆
を
以
て
藩
動
向
を
告
諭
し
、
そ
れ
を
受
け
て 

階
層
別
に
、
布
達
の
場
を
設
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ

の
反
応
を
見
て
、
保
申
は
急
遽
十
一
月
二
十
六
日
に
御
所
及
び
幕
府
方
に
帰
郡
を
願
出
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

な
お
、
こ
こ
迄
が
「
銀
馬
代
」
身
分
で
所
謂
重
臣
で
あ
る
（
分
限
帳
で
「
御
城
代
」
は
確
認
出
来
な
い
）。 
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９ 

 
 

 

於
同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
奏
者
番 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

大
目
附 

 
 

 
右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

郡
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

町
奉
行 

 
 

 

右
同
断
立
會
御
年
寄 

 
 
 
 
 
 

但
一
同
罷
出
ル 

 

（
注
）
こ
こ
で
示
さ
れ
た
の
が
「
独
礼
」
身
分
で
、
藩
主
に
単
独
で
拝
謁
で
き
る
重
臣
で
あ
る
。 

 

一 

大
書
院
二
三
之
間 

 
 

 
 

右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
用
達
並
ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

御
医
師
迠 

 
 

 
 

右
同
断 

 

（
注
）
こ
れ
ら
は
「
独
礼
」
で
は
な
い
が
、
重
臣
に
準
じ
る
上
士
で
あ
る
。 

 

一 

松
之
間
・
檜
之
間 

 
 

 

右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

御
納
戸
役
ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

大
小
性
並
迠 

 
 

 

右
同
断 

 

（
注
）
こ
れ
ら
が
月
並
屋
形
出
仕
の
「
御
目
見
」
身
分
で
、
騎
乗
が
許
さ
れ
た
。 

 
 

こ
れ
以
下
は
「
席
外
」「
小
給
人
」
と
呼
ば
れ
る
身
分
で
、
所
謂
「
士
分
」
の
枠
外
で
あ
る
。 

 
 

な
お
「
檜
之
間
」
は
部
員
提
供
の
図
面
で
は
確
認
出
来
ず
、「
郡
山
城
百
話
」
見
取
図
に
も
見
出
せ
な 

い
。
こ
こ
で
極
め
て
大
胆
な
推
論
で
あ
る
が
、
両
図
面
で
「
鑓
之
間
」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
部
屋
が
「
松 

之
間
」
に
隣
接
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
檜
之
間
」
を
「
槍
之
間
」
と
誤
読
或
い
は
誤
記
し
た
も
の
で 

あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
今
後
の
検
証
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。 

 

１
０ 

 
 

 

右
同
断 

一 

鑓
之
間 

 
 

 

右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
徒
目
付
ゟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
徒
士
並
迠 

 
 

 

右
同
断 

 

一 

御
次 

 
 

 

右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
側
向 

 
 

 

右
同
断 

 

一 

御
次
御
廊
下 

 
 

 

右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
次
勤
之
面
々 

 
 

 
 

 

右
同
断 

 

（
注
）
以
上
で
、
所
謂
全
藩
士
（
同
心
・
中
間
を
除
く
）
を
招
集
し
た
こ
と
に
な
り
、
極
め
て
異
例
の
措
置

で
こ
の
告
諭
の
重
大
さ
を
示
す
。
告
諭
内
容
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
或
い
は
削
除
か
。 

 

１
１ 

 
 
 
 
 

十
六
日 

 

晴 
一 
於
御
用
部
屋 

 
 

 
病
気
ニ

付
願
之
通 

 
 
 
 

高
橋
省
庵 

 

 
 

 

隠
居 

 
 
 
 
 
 
 
 

病
気
名
代 

 
 

 

家
督 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
沢
元
道 
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三
拾
石 

 
 
 
 

○分
２
８
４
御
医
師
並
五
十
六
石
勤
料
五
俵
（
本
道
）
辰
四
十
八 

 
 
 

被
下
之 

 
 
 

御
徒
士
被
仰
付
之 

 
 
 
 
 

高
橋
金
弥 

 
 
 
 
 

針
醫 

 
 
 
 
 
 
 

○分
中
４
５
御
徒
士
三
十
石
（
針
医
）
卯
十
七 

＊
慶
応
三
卯
年 

 
 
 
 
 
 

支
配
方
奥
御
年
寄
御
用
人 

 
 
 

右
之
趣
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
披
露
立
會
例
之
通 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

○分
２
２
寄
合
衆
六
百
石 

寅
十
七 

＊
慶
応
二
寅
年 

 
 

 
 

病
身
ニ

付 
 
 
 
 
 
 
 

青
木
早
太
郎 

 

 
 

 
 

御
番
御
免 

 
 
 

 
 
 

病
気
名
代 

 
 

 
 

被
仰
付
之 

 
 
 
 
 
 
 

曾
雌
守
衛 

 
 

 
 
 
 
 

但
、
年
始
御
流 

○分
３
８
御
番
頭
百
二
十
石
役
料
百
三
十
俵
（
四
番
）
巳
三
十
四 

 
 
 
 
 

御
帰
城
・
御
発
駕
之
節
斗
出
仕
、
其
外
御
用
捨
被
仰
付
之 

１
２ 

 
 

 

右
同
断
、
不
及
披
露 

 

（
注
）
当
時
十
八
歳
の
若
手
重
臣
で
あ
り
、
文
言
か
ら
強
制
引
退
の
可
能
性
が
あ
り
う
る
。
以
下
に
も
多
く 

の
役
替
え
事
例
等
が
あ
り
、
佐
幕
派
一
掃
の
可
能
性
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。 

  
 
 
 
 

十
七
日 

 

晴 

一 

竜
華
山
江 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
下
八
左
衛
門 

 
 
 

御
名
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○分
５
１
御
鑓
奉
行
百
五
十
石 

辰
四
十
一 

  

一 

於
御
用
部
屋 

 
 
 

せ
か
れ
同
苗 

 
 
 
 
 
 

 

青
山
段
之
進 

 

 
 
 

松
太
郎
妻 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○分
２
７
寄
合
衆
二
百
三
十
石 

辰
四
十
二 

 
 
 

昨
夜
引
取
候 

 
 
 

御
礼
申
上
之 

 
 
  

右
立
會
例
之
通 

  
 
 
 
 

十
八
日 

 

晴 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 

 

御
土
居
廻
り 

 
 
 

 
 

 
 

高
野
学
馬 

 

 
 

 

候
ニ

付
罷
出
ル 

 
 
 
 

 

○分
１
５
４
御
目
付
四
十
石
役
料
五
十
俵 

辰
二
十
五 

１
３ 

 
 

 

右
立
會
御
年
寄 

 

（
注
）
御
土
居
廻
り
は
、
城
郭
の
濠
・
石
垣
・
土
塁
を
点
検
す
る
重
要
な
任
務
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 

十
九
日 

 

晴 

 
 

 
 
 

廿
日 

 
 

晴 

 

一 

竜
華
山
江 

 
 
 
 
 
 
 
 

井
上
甚
五
左
衛
門 

３
参
照 

 
 

 

御
名
代 

  

一 

於
御
用
部
屋 

 
 
 
 
 

（
富
？
） 

 
 

 

御
警
衛
御
用
ニ

付 
 
 
 
 
 

冨
松
岩
蔵 

 

 
 

 

安
治
川
口
江

出
張 

 

○分
１
１
６
寄
合
並
四
十
石
役
料
五
十
俵
（
銃
隊
奉
行
兼
並
勤
方
） 

 
 

 

被
仰
付
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

辰
三
十
三 

 
 

右
之
趣
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
立
會
例
之
通 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

寺
内
友
太 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

館
野
八
千
蔵 

１
４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
井
源
三
郎 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
田
作
兵
衛 
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吉
村
源
内 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

土
屋
助
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

松
本
駒
次
郎 

 

 
 
 

右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
宅
友
三
郎 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

矢
嶋
傅
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

野
沢
八
千
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江
馬
市
蔵 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福
田
冨
美
馬 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次
（
須
？
）
藤
貴
久
蔵 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秋
山
鉄
次
郎 

 
 
 

右
同
断 

 
 

 

右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

今
泉
孝
五
郎 

 
 
 
 
 

（「
次
第
」
脱
カ

） 

 
 
 

但
、
支
度 

出
立
可
致
候 

 
 

右
同
断 

 

（
注
）
寺
内
は
７
参
照
。
館
野
以
下
は
左
之
通 

 

館
野

○分
３
６
５
大
小
姓
席
四
十
石
役
料
五
俵
（
御
広
式
番
兼
役
） 

巳
二
十
五 

＊
安
政
四
巳
年
任
用 

 

平
井

○分
３
６
８
大
小
姓
席
四
十
石
（
支
配
方
御
城
代
） 

 
 
 
 

未
十
七 

 

＊
安
政
六
未
年
任
用 

岡
田

○分
３
９
４
大
小
姓
並
三
十
五
石
役
料
十
俵
（
支
配
方
御
目
付
）
辰
三
十
八 

吉
村

○分
３
６
５
大
小
姓
席
四
十
石
役
料
五
俵
（
御
広
式
番
兼
役
） 

巳
十
七 

 

土
屋

○分
３
９
７
大
小
姓
並
六
十
三
石
（
支
配
方
御
城
代
） 

 
 
 

辰
四
十
九 

松
本

○分
中
７ 

相
之
間
三
十
五
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酉
十
八 

 

＊
万
延
二
酉
年
任
用 

三
宅

○分
中
８ 

相
之
間
三
十
五
石
勤
料
五
俵
（
友
太
郎
） 

  
 
 

辰
二
十
八 

矢
嶋

○分
中
３
４
勘
定
衆
並
三
十
石
勤
料
十
俵
（
矢
島
杢
左
衛
門
？
）
辰
四
十
三 

 

或
い
は 

同 

○分
３
７
３
大
小
姓
席
四
十
石
（
支
配
方
郡
代
）
矢
島
新
次
郎
？
戌
十
六 

 

＊
何
れ
か
判
別
不
能 

 

野
沢

○分
中
７
相
之
間
三
十
五
石
勤
料
五
俵
（
野
沢
周
太
夫
？
） 

 

辰
三
十
七 

江
馬

○分
下
１
７
御
国
坊
主 

江
馬
為
斎
（
次
郎
）
？
？
？ 

＊
比
定
困
難 

 
 
 
 
 

 

 
 

＊
福
田
冨
美
（
貴
カ

）
馬 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

比
定
困
難 

＊
次
（
須
？
）
藤
貴
久
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

比
定
困
難 

秋
山

○分
中
３
６
勘
定
衆
並
三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

辰
四
十 

今
泉

○分
３
５
７
大
小
姓
席
四
十
石
役
料
五
俵
（
御
厩
目
付
兼
役 

耕
五
郎
）
辰
二
十
七 

 

 

＊
こ
の
頃
薩
摩
藩
艦
船
四
隻
兵
士
三
千
が
薩
長
土
盟
約
の
も
と
大
坂
に
入
港
、
他
藩
も
こ
れ
に
続
く
情

勢
が
あ
り
、
郡
山
藩
も
警
衛
兵
力
を
増
強
し
た
も
の
か
（
十
五
日
坂
本
竜
馬
暗
殺
さ
る
。） 

 

１
５ 

 
 
 
 
 

廿
一
日 

 

曇 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 

 

大
小
姓
並 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

後
藤
丹
治 

 

 
 

 

被
仰
付
之 

○分
４
１
７
大
小
姓
並
三
十
五
石
（
御
広
式
番
兼
役
）
戌
十
八 

文
久
二
戌
年 

 
 

 

御
廣
式
番
兼
役 

 
 
 
 

支
配
方
御
奥
御
用
達
御
廣
式
御
用
役 

 
 

右
之
趣
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
披
露
立
會
例
之
通 

 
 

 
 

 

御
徒
目
付 

 
 

 

被
仰
付
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
澤
猪
之
助 

 

 
 

 

五
石
御
加
増
都
合 

○分
中
７
御
徒
目
付
三
十
五
石
（
御
代
官
役
所
御
長
住
宅
）
辰
二
十
六 

 
 

 

三
拾
五
石
被
成
下 

 
 
 
 

支
配
方
大
目
附
・
御
目
付 

 
 
 
 
 
 

但
、
御
代
官
役
所
御
長
屋
住
宅 

 
 

 
 
 
 
 
 

是
迠
之
勤
料
五
俵
上
ル 

 

（
注
）
家
禄
五
石
加
増
と
勤
料
五
俵
の
廃
止
は
、
五
石
の
実
収
は
概
ね
４
０
％
の
二
石
で
あ
り
、
、
四
斗
（
公
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儀
は
三
斗
五
升
）
俵
の
五
俵
と
同
じ
価
値
と
な
る
の
で
、
こ
の
場
合
実
収
は
変
わ
ら
な
い
が
、
家
格
に 

関
し
て
は
石
高
が
重
視
さ
れ
る
の
で
、
一
応
昇
格
と
な
る
。
分
限
帳
で
も
勤
料
五
俵
は
上
知
表
示
。 

 
１
６ 

 
 
 

右
同
断 

  
 
 

病
気
ニ

付
、
願
之
通 

 
 
 
 

（「
富
」
以
下
同
） 

 
 
 

隠
居 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

冨
川
敬
次
郎 

 
 
 

家
督 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

病
気
名
代 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

七
拾
弐
石 

 
 
 
 
 
 
 
 

塚
本
順
輔 

 
 
 

被
下
之 

 
 
 
 
 
 
 
 

せ
か
れ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

大
小
姓
組
被
仰
付
之 

 
 
 
 

冨
川
寅
蔵 

 

 
 
 
 

細
田
半
助
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

右
同
断 

 
 
 

冨
川
寅
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 

月
番 

 
 
 

組
入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
番
頭 

 
 
 

右
同
断
不
及
披
露 

 
 

 

（
注
）
塚
本

○分
３
４
１
大
小
姓
組
百
八
十
石
（
一
番
）
塚
本
粂
之
進
？ 

辰
六
十
一 

 
 
 

富
川

○分
３
５
４
大
小
姓
組
七
十
二
石
（
五
番
組
） 

 
 

卯
十
七 

＊
慶
応
三
卯
年 

家
督
継
承 

 
  

 

細
田

○分
３
６
御
番
頭
百
五
十
石
役
料
百
俵
（
五
番
） 

辰
四
十
七 

  
 
 
 
 

廿
二
日 

 

晴 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 
 

御
警
衛
御
用
ニ

付 
 
 
 
 
 
 

安
養
寺
二
郎 

 
 
 

安
治
川
口
江

出
張 

 
 
 
 

○分
２
８
１
御
長
柄
頭
九
十
一
石 

丑
三
十
九 

＊
慶
応
元
丑
年 

 
 
 

被
仰
付
之 

 
 

 

右
之
趣
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
立
會
例
之
通 

  
 

 

右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
嶋
主
馬
太
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
田
彦
内 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
嶌
多
橘 

 
 

 

１
７ 

 
 

 

右
同
断 

 

（
注
）

○分
３
０
１
御
馬
廻
席
四
十
石
（
御
広
式
番
兼
役
） 

 
 

辰
二
十
二 

 
 
 

○分
２
６
８
松
之
間
席
四
十
石
役
料
十
俵
（
御
金
蔵
勤
番
）
辰
四
十
二 

 

 
 

 
 

中
嶋
（
中
蔦
） 

 
 

比
定
困
難 

  
 
 
 
 

廿
三
日 

 

晴 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 

 

来
ル
廿
七
日
春
日 

 
 
 
 
 

西
窪
蔵
太
郎 

 

 
 

 

祭
礼
御
用
、
先
格 

 

○分
３
５
御
番
頭
百
二
十
石
役
料
百
三
十
俵
（
六
番
）
辰
四
十
八 

 
 

 

之
通
申
合
候
旨 

 
 
 
 
 
 

武
藤
丹
左
衛
門 

 
 

 

申
達
之 

 
 
 
 
 

○分
４
４
御
鎗
奉
行
百
五
十
石 

 

辰
五
十
九 

 
 

 

五
郎
右
衛
門
及
挨
拶 

 
 

 

蔵
太
郎
儀
、
先
格
之
通 

 
 

 

申
合
候
様
申
渡
之 

 
 

 

右
立
會
例
之
通 

１
８ 

 
 

 

右
同
断
申
達
之 

 
 

 

五
郎
右
衛
門
及
挨
拶 

 
 
 
 

 

桃
井
勇
記 

 

 
 

 

末
々
迠
作
法
宜 

 
 

○分
６
５
大
目
附
九
十
五
石
役
料
三
十
五
俵 

辰
五
十
四 
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申
付
候
様
、
申
渡
之 

 
 
 

右
立
會
御
年
寄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

（
「
飯
」
カ

） 

 
 
 

右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阪
塚
杢
太
夫 

 

 
 
 

申
達
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
頼
母 

 
 

 
 
 

五
郎
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 

廣
藤
京
馬 

 
 

 
 
 

及
挨
拶 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
谷
宅
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
村
織
江 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
沢
直
記 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

鹿
貫
竹
三
郎 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
田
徳
之
丞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

池
上
左
門
太
郎 

 
 
 

右
立
會
例
之
通 

 

（
注
）
飯
塚

○分
８
５
御
弓
鉄
砲
頭
百
石
分
役
料
百
俵
（
明
治
二
年
銃
士
隊
長
） 

 

辰
二
十
八 

 
 
 

山
本

○分
８
７
同 

百
十
石
役
料
九
十
俵 

 
 
 
 
 
 

辰
二
十
二 

 
 

 

廣
藤

○分
８
６
同 

百
五
十
石
役
料
五
十
俵 

 
 
 
 
 

辰
二
十
三 

 
 

 
 

大
谷

○分
１
２
８
御
使
番
百
十
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丑
三
十 

 

＊
慶
応
元
丑
年 

 
 
 
 
 
 

川
村

○分
１
４
５
御
目
付
四
十
石
役
料
五
十
俵
（
明
治
二
年
刑
法
局
輔
長
） 

辰
二
十
二 

 
 

 

宮
沢

○分
２
７
８
御
長
柄
頭
八
十
二
石 

 
 
 
 
 
 
 

丑
三
十
九 

 
 
 

鹿
貫

○分
２
７
９
同 

 
 

四
十
石
勤
料
五
俵
・
役
料
十
五
俵 

辰
三
十
五 

 
 
 

村
田

○分
２
９
１
馬
廻
組
百
五
十
石
（
五
番
） 

 
 
 
 

寅
十
九 

 
 
 

池
上

○分
３
５
２
大
小
姓
組
百
六
十
石
（
一
番
） 

 
 
 

寅
二
十 

 

１
９ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

別
段
罷
出
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

末
々
迠
作
法
宜 

 
 
 
 
 
 
 

川
村
織
江 

 
 

 

申
付
候
様 

 
 

 

五
郎
右
衛
門
申
渡
之 

 
 

 

右
同
断 

 

（
注
）
川
村
は
こ
の
行
事
目
付
と
し
て
、
特
段
の
申
付
が
有
っ
た
の
か
。 

何
れ
に
し
て
も
こ
の
重
大
時
期
、
春
日
御
祭
に
こ
の
よ
う
な
大
仰
な
布
陣
は
何
だ
ろ
う
。 

  
 
 
 
 

廿
四
日 

 

曇 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 

 

浅
川
又
内 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

橋
本
猪
野
右
衛
門 

 
 

 

支
配
所
村
々 

 
 
 

 
 
 
 
 

澤
井
半
之
助 

 
 

 

免
定
御
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

竹
田
忠
治 

 

 
 

 

申
合
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新
藤
盛
之
助 

 

 
 

 
 

立
會
衛
守
与
十
郎 

大
目
附 

 
 
 
 

 

 

（
注
）
十
四
日
の
差
出
帳
承
認
に
よ
り
、
免
定
状
交
付
が
決
定
さ
れ
た
。 

 
 

浅
川

○分
２
５
３
松
之
間
席
四
十
二
石
役
料
五
十
俵
（
和
州
・
河
州
御
代
官
兼
役
） 

辰
四
十
五 

 
 

橋
本

○分
７
０
郡
代
五
十
五
石
役
料
六
十
五
俵 

 
 
 

辰
五
十
八 

 
 

澤
井

○分
１
７
６
勘
定
奉
行
四
十
石
役
料
三
十
俵 

 
 

辰
四
十
一 

 
 

竹
田

○分
３
０
７
馬
廻
席
四
十
石
役
料
十
俵
（
勘
定
衆
組
頭
・
土
砂
方
并
道
奉
行
兼
役
）
辰
四
十
五 

 
 

新
藤

○分
３
６
８
大
小
姓
席
四
十
石
（
御
用
金
方
役
所
附
）
斧
辰
右
衛
門
？ 

辰
三
十
六 

 

衛
守
与
十
郎
に
つ
い
て
は
比
定
困
難
だ
が
２
０
・
２
１
に
も
立
会
大
目
附
と
し
て
登
場
す
る
。 

或
い
は

○分
１
７
御
年
寄
並
十
人
扶
持
（
部
屋
住
）
松
平
与
十
郎
の
家
督
継
承
ま
で
の
通
称
か
。 

ま
た

○分
１
５
御
年
寄
並
四
百
二
十
石
大
井
衛
守 

辰
四
十
三
、

○分
３
８
御
番
頭
百
二
十
石
役
料 

百
三
十
俵
曾
雌
守
衛
巳
三
十
四
が
お
り
、
こ
の
可
能
性
も
あ
る
。 
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廿
五
日 

 

晴 

 

一 

於
御
用
部
屋 

２
０ 

 
 
 

御
朱
印
御
長
持 

 
 
 
 
 
 
 

三
間
類
八 

 

 
 
 

御
封
印
相
改
相
済 

 
 
 
 
 
 

丸
山 

亘 

 
 
 

候
ニ

付
罷
出
ル 

 
 
 
 

 
 
 

 

兼
松
半
三 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

三
好
庫
三
郎 

 

 
 
 

右
立
會
御
年
寄 

 

（
注
）
三
間

○分
６
７
大
目
附
九
十
石
役
料
四
十
俵
（
文
学
武
芸
御
用
掛
） 

辰
三
十
五 

 
 

 

丸
山

○分
１
６
２
御
目
付
四
十
石
役
料
五
十
俵 

 
 
 
 
 
 
 

辰
三
十
七 

 
 

 

兼
松 

○分
１
８
８
書
院
詰
六
十
石 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

辰
五
十
七 

 
 
 
 

＊
三
好
庫
三
郎 

 
 

比
定
困
難 

 
 

御
朱
印
長
持
封
印
改
と
は
、
藩
存
立
の
基
礎
で
あ
る
公
儀
朱
印
状
等
を
収
納
封
印
し
た
長
持
を
開
封

確
認
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

 

江
州
両
手 

 
 
 

御
領
分
當
卯
年 

 
 
 
 
 
 
 

郡
代 

 
 
 

御
成
箇
差
出
帳 

 
 
 
 
 
 
 

御
勘
定
奉
行 

 
 
 

相
下
之 

 
 
 

右
立
會
例
之
通 

 
 
 
 

但
、
御
入
ケ
方
衛
守
罷
出
ル 

 

衛
守
は
１
９
（
注
）
参
照 

 

（
注
）
江
州
両
手
と
は
郡
山
藩
江
州
領
の
海
津
代
官
と
金
堂
（
近
江
八
幡
）
代
官
所
の
両
所
の
こ
と
。 

 
 

和
州
・
河
州
は
東
・
中
・
西
の
三
手
か
ら
な
り
、
十
四
日
に
行
わ
れ
て
い
る
（
８
参
照
）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

福
地
文
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

和
田
忠
兵
衛 

 

 
 

 

支
配
所
村
々 
 
 
 
 
 
 
 
 

志
村
藤
七 

 
 

 

免
定
御
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
川
十
兵
衛 

 
 

 

申
合
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

久
保
村 

巌 

 
 

 
 

立
會
衛
守
与
十
郎 

大
目
附 

 

 

（
注
）
浅
川
代
官
支
配
に
つ
い
て
は
、
二
十
四
日
に
行
わ
れ
て
い
る
（
１
９
参
照
）
。
な
お
郡
代
は
橋
本
と

の
両
役
制
に
な
っ
て
い
る
。 

 

福
地

○分
３
０
１
馬
廻
席
四
十
五
石
役
料
五
十
俵
（
和
州
・
河
州
御
代
官
兼
役
） 

辰
四
十
一 

 

和
田

○分
６
９
郡
代
六
十
石
役
料
六
十
五
俵
（
御
用
金
引
受
） 

 
 

辰
五
十
二 

 

志
村

○分
１
７
８
御
勘
定
奉
行
九
十
七
石
役
料
五
俵 

 
 
 
 
 
 

未
三
十
九 

＊
安
政
六
未
年 

 

伊
川

○分
２
５
０
松
之
間
席
六
十
八
石
役
料
五
俵
（
勘
定
衆
組
頭
・
土
砂
方
并
道
奉
行
兼
役
）
辰
三
十
四 

 

久
保
村

○分
３
０
１
馬
廻
席
四
十
五
石
役
料
十
俵
（
勘
定
衆
組
頭
兼
役
）
友
蔵
？ 

 

辰
四
十
二 

 
 

 
 

 
 

 

２
１ 

 
 
 
 
 

廿
六
日 

 

晴 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 

 

御
警
衛
御
用
ニ

付 
 
 
 
 
 
 

 

丸
山 

亘 

２
０
参
照 

 
 

 

安
治
川
口
江

出
張 

 
 

 

被
仰
付
之 

 
 
 
 

右
之
趣
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
立
會
例
之
通 

 
 

 
 

 

 
 

 

小
林
良
太
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 

橋
本
猪
野
右
衛
門 

１
９
参
照 

 
 

 

支
配
所
村
々 

 
 
 
 
 
 
 
 

中
村
良
作 

 

 
 

 
免
定
御
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
藤
太
助 

 

 
 

 

申
合
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森
山
幾
蔵 

 

 
 
 
 

立
會
衛
守
与
十
郎 

大
目
附 
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（
注
）
浅
川
・
福
地
に
続
く
小
林
代
官
支
配
で
あ
る
。
以
上
で
和
州
・
河
州
三
手
が
完
了
と
な
る
。 

 

小
林

○分
３
１
３
馬
廻
席
六
十
石
役
料
五
十
俵
（
和
州
・
河
州
御
代
官
兼
役
）
申
三
十
八
＊
万
延
元
申
年 

  

中
村

○分
１
６
５
郡
代
格
四
十
五
石
役
料
二
十
五
俵
（
御
勘
定
奉
行
勤
・
御
用
金
方
引
受
）
辰
五
十
五 

 

佐
藤

○分
２
５
１
松
間
席
四
十
五
石
役
料
五
俵
（
勘
定
衆
組
頭
兼
役
） 

 
 

辰
三
十
九 

 
 

森
山

○分
３
２
６
馬
廻
席
四
十
石(

支
配
方
郡
代)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

辰
二
十
六 

  
 

 
 
 

廿
七
日 

 

晴 

２
２ 一 

今
暮
六
半
時
過
、
京
都
表
ゟ
御
用
状
相
達 

 
 

 

左
ニ 

 
 

  
 

伝
奏
江

御
伺
書 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

マ
マ 

 
 

 

私
儀
急
御
用
ニ

付
、
従
江
戸
表
ゟ
不
取
敢
上
京
仕
候 

 
 

 

處
、
此
節
柄
之
儀
ニ

付
、
家
事
取
締
向
等
茂

、
申 

 
 

 

付
度
候
間
、
一
先
帰
邑
仕
度
奉
願
候
、
尤
重
臣 

 
 

 

之
者
差
置
候
間
、
御
用
之
節
者

御
達
次
第 

 
 

 

近
場
之
儀
ニ

付
、
一
昼
夜
ニ
而

乗
切
、
速
ニ

上
京 

 
 

 

可
仕
候
、
此
段
奉
伺
候 

以
上 

 
 
 
 

 

十
一
月
廿
五
日 
 
 
 

御
名 

 
 

 
 

御
附
紙
左
之
通 

 
 

 

願
之
趣
、
無
據
次
第
ニ

候
間
、
家
事
取
締
置 

 
 
 

猶
亦
上
京
可
有
之
事 

２
３ 一 

御
老
中
板
倉
伊
賀
守
様
江

御
伺
書
、
左
之
通 

 

 
 

 

私
儀
急
御
用
ニ

付
、
不
取
敢
上
京
仕
候
處
、
差
向 

 
 
 

被
仰
出
之
品
茂

無
御
座
候
者

、
此
節
柄
之
儀
ニ

付
、 

 
 

 

家
事
取
締
向
等
茂

申
付
度
候
間
、
重
臣
之 

 
 

 

者
差
置
、
一
先
帰
邑
仕
度
、
尤
御
用
之
節
者 

 
 

 

近
場
之
儀
ニ
茂

御
座
候
間
、
御
沙
汰
次
第 

 
 

 

早
速
上
京
可
仕
候
、
此
段
奉
伺
候 

以
上 

 
 

 
 

 

十
一
月
廿
五
日 

 
 
 

御
名 

 
 

 

御
附
紙 

 
 

 

可
為
伺
之
通
候 

  
 

 

右
ニ

付
、
明
廿
八
日
御
提
灯
引
、
京
都
表 

 
 

 

御
発
途
、
長
池
宿
御
昼
被
為
召
上
、
直
様 

 
 

 

御
帰
城
可
被
遊
旨
、
被
仰
出
之 

 

（
注
）
京
都
郡
山
藩
邸
（
二
条
城
北
）
か
ら
郡
山
城
迄
は
、
現
在
の
ナ
ビ
計
測
で
約
五
十
キ
ロ
、
廿
八
日
早

暁
に
提
灯
付
で
出
立
し
、
同
日
四
半
時
（
夜
十
一
時
）
帰
城
と
い
う
恐
る
べ
き
急
行
程
で
あ
る
。
一
刻

も
早
く
帰
城
し
た
い
と
い
う
状
況
が
察
せ
ら
れ
る
。
な
お
「
保
申
家
記
」
で
は
当
初
こ
の
部
分
は
記
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
後
に
追
加
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
等
の
伺
書
は
両
通
共
紛
失
と
報
告

し
て
い
る
。
或
い
は
「
差
向
被
仰
出
之
品
茂

無
御
座
候
者

」
の
部
分
に
問
題
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

  
 
 
 
 
 
 

廿
八
日 

 

晴 

一 

於
御
用
部
屋 

２
４ 

 
 

 

昨
廿
七
日
祭
礼
御
用 

 
 

 

無
滞
相
勤
候
ニ

付
罷
出
ル 

 
 

 
神
前
之
掛
物
狸
壱
疋 

 
 
 
 
 
 

西
窪
蔵
太
郎 

 
 

 

被
下
置
候
旨
、
五
郎
右
衛
門 

 
 

武
藤
丹
左
衛
門 

両
者
共
に
１
７
参
照 

 
 

 

申
渡
之
、
蔵
太
郎 

 
 

 

儀
者

居
残
り
、
御
番
所
向 
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先
格
之
通
相
勤
候
段 

 
 

 

申
達
之 

 
 

 

右
立
會
例
之
通 

  
 

 
雉
子 

 
 

二 
 
 
 
 
 
 
 

大
目
附 

 
 

 

兎 
 
 
 

一 
 
 
 
 
 
 
 

御
物
頭 

 
 

 

被
下
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
使
番 

  
 

 

雉
子 

 
 

一 
 
 
 
 
 
 
 

御
目
付 

 
 

 

右
同
断 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

御
長
柄
頭 

 
 

 

右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添
騎
馬 

 
 

 

右
一
同
罷
出
、
右
同
断
神
前
懸
物
被
下
置
候
旨
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之 

２
５ 

 
 
 

右
立
會
御
年
寄 

 
 
 
 
 
 

 

但
、
書
付
出
ル 

  
 

 

昨
廿
七
日
祭
礼
御
人
数 

 
 
 

無
滞
引
取
候
段
、
申
達
之 

 
 
 

桃
井
勇
記 

１
８
参
照 

 
 

 

小
弥
太
居
残
り
御
番
所
向 

 
 
 

丹
羽
小
弥
太 

 
 

 

前
後
御
届
向
無
滞
相
済 

 
 
 
 

川
村
織
江 

１
８
参
照 

 
 

 

候
段
、
申
達
之 

 
 

 

右
立
會
右
同
断 

 

（
注
）
丹
羽

○分
１
４
７
御
目
付
六
十
石
役
料
六
十
俵
（
南
都
御
用
掛
） 

 

辰
二
十
六 

  
 

 

祭
禮
ニ

付
御
馬 

 
 
 
 
 
 

御
馬
御
用
懸
り 

 

 
 

 

手
入
等
行
届
、
太
儀 

 
 
 
 
 

高
野
学
馬 

１
２
参
照 

 
 

 

之
旨
五
郎
右
衛
門
及
挨
拶 

 
 
 

奥
村
常
馬 

４
参
照 

 
 

 

立
會
御
年
寄
・
大
目
附 

  

一 

於
大
書
院
三
之
間 

 
 

 
 

 

祭
礼
御
用
無
滞 

 
 
 
 
 
 
 

御
醫
師
ゟ 

 
 

 

相
勤
候
段
申
達
之 

 
 
 
 
 
 

御
役
人
迄 

 
 

 

五
郎
右
衛
門
及
挨
拶 

２
６ 

 
 

 

右
立
會
例
之
通 

 

 

（
注
）
定
例
行
事
と
は
い
え
、
藩
主
が
急
行
程
で
帰
郡
の
一
方
で
、
城
内
で
は
御
祭
り
の
掛
物
の
分
配
な
ど 

 
 

を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
、
違
和
感
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 
 

こ
の
頃
に
長
州
勢
二
千
が
摂
津
打
出
に
上
陸
、
京
に
向
っ
て
進
軍
を
開
始
し
て
い
た
。 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 

 

御
帰
城
ニ

付
、
今
朝 

 
 
 
 
 

益
田
金
作 

 
 

 
 

 

町
廻
り
候
ニ

付 
 
 
 

○分
７
３
町
奉
行
九
十
石
役
料
六
十
俵 

辰
四
十
三 

 
 

 

罷
出
ル 

 
 

 

右
立
會
例
之
通 

 

一 

殿
様
益
御
機
嫌
克
、
今
晩
四
半
時
打
弐
分 

 
 

 

御
帰
城
被
遊
候
、
万
端
左
之
通 

 
一 
於
御
用
部
屋 

 
 

 

御
城
着
被
遊
候
ニ

付 

 
 

 

竜
華
山
惣 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
本
矢
柄 

 

 
 

 

御
霊
屋
江 

 
 
 
 
 

○分
４
１
御
旗
奉
行
百
五
十
石
役
料
二
十
俵 

 

辰
四
十
六 
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御
吹
聴 

 
 

 

御
名
代
被
仰
付
之 

 
 

 

右
立
會
例
之
通 

  
 

 
御
名
代
帰
り
ニ

付 
 
 
 
 
 
 

右
同
人 

 
 

 

罷
出
ル 

 
 
 

 

２
７ 

 
 

 

右
同
断 

  
 

 

御
帰
城
御
歓 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
鑓
奉
行
以
上 

 
 

 

申
上
之 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

席
切 

 
 
 
 

 

但
、
寄
合
衆
以
下
、
立
會
御
年
寄  

 
 
 

 

 
 

 

御
供
無
滞 

 
 
 
 
 
 
 
 

板
垣
正
左
衛
門 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

相
勤
、
只
今 

 
 
 
 
 
 
 

池
谷
左
軍
治 

 
 

 

帰
着
ニ

付
罷
出
ル 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

右
立
會
例
之
通 

（
明
治
二
年
軍
務
局
副
長
） 

（
注
）
板
垣

○分
１
１
御
年
寄
並
二
百
廿
石
役
料
八
十
俵
（
文
学
武
芸
并
御
武
具
御
用
掛
）
辰
三
十
七 

 
 
 

池
谷

○分
１
７
同 

 
 

百
五
十
石
役
料
百
五
十
俵
（
御
入
ケ
方
奥
） 

 
 
 
 

辰
四
十
三 

 
 
 

＊
こ
の
二
名
等
は
、
お
そ
ら
く
京
都
駐
在
で
あ
り
、
保
申
と
共
に
帰
郡
し
た
も
の
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

舩
田
修
蔵 

（
明
治
二
年
会
計
副
長
） 

 
 

 

右
同
断 

 
 

○分
７
６
御
用
達
並
九
十
七
石
役
料
五
俵
（
御
供
方
御
刀
番
兼
）
辰
三
十
六 

 
 
 
 
 

但
御
供
御
用
人
茂

罷
出
ル 

 
 

 

 
 

 

右
同
断 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

杉
山
左
五
兵
衛 

○分
１
４
２
御
目
付
五
十
八
石
役
料
三
十
七
俵
（
宗
門
改
御
用
掛
）
辰
三
十
九 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
瀧
小
藤
治 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○分
１
４
３
同 

 

四
十
石
役
料
五
十
俵
（
宗
門
改
御
用
掛
） 

 

辰
三
十
七 

２
８ 

 
 

 

右
同
断 

 
 
 
 

 

但
、
右
同
断 

  
 

 

御
帰
城
二

付 

 
 

 

大
橋
内
江

罷
出 

 
 
 
 

 
 

樋
口
新
八 

 

 
 

 

御
言
葉
被
成
下 

○分
７
４
町
奉
行
百
十
石
役
料
四
十
俵 

戌
三
十
五 

＊
文
久
二
戌
年 

 
 

 

御
禮
申
聞
之 

 
 

 
 

 

右
同
断 

  
 

 

御
帰
城
二

付 

 
 

 

火
之
元
念
入 

 
 
 
 
 
 
 
 

大
目
附 

 
 

 

候
様
、
申
渡
之 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
目
付 

 
 
 
 
 

右
立
會
御
年
寄 

  
 
 
 
 

廿
九
日 

 

晴 

 

一 

明
晦
日
、
龍
華
山
江 

 
 

 

御
参
詣
御
供
揃
、
朝
四
ツ
時
被
仰
出
之 

 
２
９ 

 
 
 
 
 

晦
日 

 
 

晴 

 

一 

朝
四
ツ
時
御
供
揃
ニ
而 

 
 

 

御
参
詣
被
遊
候
御
出
掛 
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一 

折
入
三
之
間 

 
 
 

御
警
衛
御
用
ニ

付 

 
 
 

安
治
川
口
江

明
暁 

 
 
 
 

 

御
警
衛 

 
 
 

出
立
ニ

付 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出
張
之
面
々 

 
 
 

御
目
見
被
仰
付
之 

 
 
 

御
意
被
成
下 

 
 

 

  
 
 
 

御
立
合
五
郎
右
衛
門 

 

（
注
）
こ
の
安
治
川
口
出
立
の
面
々
は
、
誰
々
か
良
く
分
か
ら
な
い
。
或
い
は
保
申
直
々
の
方
針
を
伝
え
る

為
に
急
遽
編
成
し
た
も
の
か
。 

 

３
０ 

 

一 

龍
華
山
江 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
澤
小
一
兵
衛 

 

 
 
 

御
名
代 

 
 
 
 
 

○分
４
９
御
鑓
奉
行
百
石
役
料
五
十
俵 

 

辰
六
十
九 

   
 

一 

月
仕
舞
ニ

付
、
両
御
目
附 

 
 
 

御
前
江

被
召
出
候
、
御
用
向
申
上
之 

 

（
注
）
こ
の
後
、
十
二
月
と
翌
慶
応
四
年
一
月
の
記
事
が
欠
落
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
王
政
復
古
か
ら
慶
喜 

の
都
落
ち
、
大
坂
湾
海
戦
・
鳥
羽
伏
見
で
の
幕
府
軍
敗
走
、
慶
喜
の
逃
亡
等
々
郡
山
藩
に
と
っ
て
も
危
急 

存
亡
の
時
期
を
迎
え
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
記
録
は
削
除
し
て
書
換
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

  

（
削
除
期
間
） 

 

３
１ 

 
 

 

二
月
朔
日 

 

一 

月
並
御
礼
例
之
通 

  
 
 
 
 

二
日 

 

一 

竜
華
山
江 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

樋
口
與
兵
衛 

 

 
 

 

御
名
代 

 

○分
３
御
家
老
格
四
百
石
役
料
二
百
俵 

 

辰
五
十
一 

 

（
注
）「「
幕
末
庄
屋
記
録
（
元
治
二
年
出
府
日
記
）」
で
は
「
御
年
寄
」
と
し
て
同
行
出
府
、「
同
（
慶
応
三 

年
諸
色
留
帳
）」
に
は
二
月
二
十
三
日
「
家
老
被
仰
付
候
」
と
あ
る
。 

  

一 

於
御
用
部
屋 

 
 

 

岩
手
武
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

屋
敷 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印
藤
別
書 

 

 
 

 

御
引
替
被
下
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

右
之
趣
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
披
露
立
會
例
之
通 

 
 

 

 
 

 

印
藤
別
書 

 
 

 

屋
敷 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丹
羽
與
大
夫 

 
 

 

御
引
替
被
下
之 

 
 

 

右
同
断 

 
３
２ 

 
 

 
丹
羽
与
大
夫 

 
 

 

屋
敷 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩
手
武
次
郎 

 
 

 

御
引
替
被
下
之 

 
 

 

右
同
断 
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（
注
）
印
藤

○分
３
３
寺
社
奉
行
百
三
十
石
役
料
百
七
十
俵 

辰
四
十
九

（
明
治
二
年
刑
法
副
長
） 

 
 
 

丹
羽

○分
４
８
御
鑓
奉
行
三
百
五
十
石 

 
 
 
 
 

辰
二
十
一 

 
 
 

岩
手

○分
２
４
６
松
間
詰
二
百
二
十
石
（
六
番
組
） 

卯
十
七 

岩
手
・
印
藤
・
丹
羽
の
屋
敷
交
換
で
あ
る
が
、
岩
手
は
松
之
間
詰
二
百
二
十
石
（
六
番
組
）
卯
十
七
と 

い
う
若
年
で
、
松
之
間
詰
（
通
常
四
十
石
程
度
）
と
し
て
は
異
例
な
石
高
で
あ
り
、
江
戸
詰
大
目
附
（
御 

用
人
）「
岩
手
孫
右
衛
門
」
の
跡
目
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

お
そ
ら
く
重
臣
跡
目
と
し
て
慶
応
三
年
七
月
に
帰
郡
し
た
が
、
若
年
の
た
め
無
役
に
近
く
、
暫
定
的
に

屋
敷
を
拝
領
し
た
も
の
の
、
不
釣
合
い
と
な
り
是
正
三
角
ト
レ
ー
ド
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

  

一 

於
御
年
寄
詰
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

支
配
頭
江 

 
 
 

束
髪 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青
柳
辰
斎 

 
 
 

申
付
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
渡
） 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷
藤
喜
斎 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

星
野
徳
斎 

 
 
 

右
之
趣
平
太
申
渡
之 

 
 
 

 

 

（
注
）
青
柳

○分
下
１
５
御
国
坊
主
四
両
二
人
扶
持 

 

辰
十
七 

 
 
 

郷
渡

○分
下
１
６
同 

 

三
両
二
人
扶
持 

 
 

未
十
三 

 
 

 

星
野

○分
下
１
７
同 

 

三
両
二
人
扶
持 

 
 

戌
十
三 

 
 
 

平
太

○分
１
６
御
年
寄
並
百
五
十
石
役
料
八
十
俵
（
五
番
組 

曽
禰
平
太
？
） 

辰
二
十
五 

こ
の
少
し
前
、
一
月
二
十
八
日
に
保
申
は
二
カ
月
ぶ
り
に
上
京
し
、
二
月
一
日
に
参
内
し
て
天
皇
の
元 

服
祝
い
の
品
を
献
上
品
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
全
く
記
録
が
な
い
。 

  
 

 
 
 

三
日 

 

一 

竜
華
山
江 

 
 

 

御
名
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
上
甚
五
左
衛
門 

３
参
照 

 

３
３ 

 
 
 
 
 

四
日 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 

 

大
津
御
蔵
納
拂 

 
 
 
 
 
 

山
下
貫
左
衛
門 

 
 

 

御
用
無
滞
相
勤 

 

○分
１
７
３
御
勘
定
奉
行
五
十
石
役
料
二
十
俵 

 

辰
四
十
六 

 
 

 

今
暁
引
取
ニ

付
罷
出
ル 

 
 
 
 

但
、
立
會
例
之
通 

 

（
注
）
郡
山
藩
で
は
北
近
江
領
（
海
津
・
金
堂
両
手
）
の
年
貢
米
は
、
大
津
蔵
屋
敷
に
収
納
し
、
相
場
に
よ

り
売
り
捌
く
こ
と
と
し
て
い
た
（
当
然
各
村
の
郷
蔵
に
も
一
時
保
管
）。
こ
れ
は
そ
の
一
連
の
業
務
完

了
を
意
味
す
る
。 

  

一 

初
午
ニ

付 

 
 

 

麒
麟
曲
輪
稲
荷
明
神
江

、
寶
山
寺
比
丘 

 
 

 

罷
越
、
立
會
上
下
御
目
付
田
中
雲
八 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○分
１
５
０
御
目
付
四
十
石
役
料
五
十
俵
（
文
学
武
芸
御
用
掛
）
辰
三
十
五 

 

（
注
）
初
午
は
二
月
最
初
の
午
の
日
で
、
稲
荷
神
社
の
大
祭
が
行
わ
れ
る
。
郡
山
城
麒
麟
曲
輪
に
は
稲
荷
社

（
密
か
に
綱
吉
の
霊
屋
が
あ
っ
た
と
も
）
が
あ
り
歴
代
信
仰
さ
れ
て
い
た
。
生
駒
山
寶
山
寺
の
中
興
堪
海

律
師
（
一
色
氏
）
は
郡
山
藩
主
吉
里
と
の
関
係
が
あ
り
、
以
来
縁
を
保
っ
て
祈
願
等
を
行
っ
て
い
る
。 

  
 
 
 
 

五
日 

 

一 

竜
花
山
江 

 
 

 

御
名
代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
上
甚
五
左
衛
門 

３
参
照 
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一 

同
列
與
兵
衛
、
今
明
日
在
宿 

 
 

 
３
４ 

 
 
 
 
 

六
日 

 

一 
於
御
用
部
屋 

 
 
 

書
役
兼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

清
水
禎
之
助 

 
 

 
 
 

被
仰
付
之 

 
 

 

○分
３
７
９
大
小
姓
席
四
十
石
（
支
配
方
郡
代
） 

丑
二
十
五 

 
 
 
 
 

支
配
方
是
迠
之
通 

 
 
 

右
之
趣
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
披
露
立
會
例
之
通 

  
 
 
 
 

七
日 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

四
拾
石
被
下
之 

 
 
 
 
 
 

 
亡
父
亥
三
郎
跡
式 

 
 
 

大
小
姓
組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

廣
瀬
両
平 

 
 
 

被
仰
付
之 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

安
達
三
郎
兵
衛
組 

 
 
 
 

（
明
治
二
年
銃
士
隊
長
） 

３
５ 

 
 
 

○分
３
７
御
番
頭
百
石
役
料
百
五
十
俵
（
一
番
） 

辰
三
十
七 

 
 
 

右
之
趣
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
披
露
立
會
例
之
通 

 
 

 

 
 
 

廣
瀬
両
平 

 
 
 
 
 
 
 
 

月
番 

 
 
 

組
入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
番
頭 

 
 
 

右
同
断
不
及
披
露 

 

（
注
）
廣
瀬

○分
２
８
５
御
納
戸
役
四
十
石
役
料
五
俵
（
御
武
具
方
兼
四
番
組 

亥
三
郎
） 

辰
三
十
四 

 
 

分
限
帳
に
は
亡
父
亥
三
郎
（
四
十
五
歳
）
が
記
さ
れ
て
お
り
、
追
補
が
こ
の
辺
り
ま
で
と
分
か
る
。 

 
 

迹
目
の
両
平
は
御
納
戸
役
に
は
就
か
ず
、
単
な
る
大
小
姓
組
で
あ
る
た
め
役
料
は
な
い
が
、
家
禄
は
保

証
さ
れ
安
達
組
番
方
に
編
入
さ
れ
た
も
の
。 

 
 ３

６ 

（
注
）
二
月
十
一
日
に
政
府
か
ら
各
藩
貢
士
の
派
遣
の
命
が
あ
り
、
郡
山
藩
も
中
藩
と
し
て
次
の
二
名
の
派 

遣
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
何
の
記
事
も
な
い
。 

 
 

安
元
彦
助 

 
 

分
５
２
御
鑓
奉
行
百
三
十
石
役
料
九
十
俵
（
銃
隊
奉
行
兼
）
辰
二
十
五 

 
 

山
村
治
左
衛
門 

３
９
十
六
日
記
事
参
照
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

十
四
日 

 
 

（「
於
」「
御
」
カ

） 

 

一 

□
出
張
御
用
部
屋 

 
 

 

（
親
） 

 
 

 

御
新
征
供
奉
御
願
ニ

付 

 
 

 

至
善
被
為
蒙 

 
 

 

仰
候
ハ
ヽ
、
御
供
被
仰
付
候
内
意
申
談
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

板
垣
正
左
衛
門 

２
７
参
照 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
波
牧
太 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曽
祢
平
太 

 

 

（
注
）
藤
波

○分
１
４
年
寄
並
二
百
石
役
料
百
俵
（
文
学
武
芸
御
用
掛
、
御
武
具
御
用
掛
） 

辰
四
十
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
新
政
府
公
儀
人
） 

 
 
 

曽
祢

○分
１
６
年
寄
並
百
五
十
石
役
料
八
十
俵
（
五
番
組
）
辰
二
十
五
＊
重
複
記
載 

「
家
記
」
二
月
九
日
条
で
、
御
親
征
に
関
し
厳
重
警
護
準
備
の
た
め
帰
郡
願
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

さ
ら
に
三
月
朔
日
に
親
征
警
護
の
た
め
出
坂
を
願
出
て
い
る
。 

 

３
７ 

 
 
 
 
 

十
五
日 

 

一 

式
日
御
禮
例
之
通 
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一 

南
都
御
用
懸
り
丹
羽
小
弥
太
申
出
候
左
ニ 

 

２
５
参
照 

 
 
 

久
我
大
納
言
様
、
諸
大
夫
春
日
讃
岐
守 

申
聞
候
ニ

ハ
、
以
来
無
宿
者
手
懸
り
無
之
向
ハ 

御
手
切
之
御
取
斗
ニ
而

宜
敷
旨
申
聞
之
、
併 

手
懸
有
之
候
ハ
ヽ
、
精
々
御
手
抜
な
く
御
取
調
専 

用
被
成
候
よ
う
内
問
合
申
聞
之 

 
 

 

 

（
注
）
春
日
讃
岐
守
は
久
我
家
諸
大
夫
の
志
士
で
、
安
政
大
獄
で
永
押
込
に
処
せ
ら
れ
る
。
久
我
通
久
の
大 

 

 

和
鎮
撫
総
督
就
任
と
と
も
に
参
謀
と
な
り
、
さ
ら
に
初
代
奈
良
県
知
事
と
な
っ
た
。 

 
 

な
お
「
専
用
被
成
候
よ
し
」
と
す
べ
き
か
。 

 

 
 

 
 

十
六
日 

 

一 

今
五
ツ
時
、
春
日
讃
岐
守
殿
を
以
、
被
申
通
候
左
ニ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
俣
伊
勢
守 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

并
ニ

妻
子
弐
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若
黨
弐
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女 

弐
人 

３
８ 

 
 
 

右
之
通
、
関
東
事
定
り
候
迠
、
柳
澤
甲
斐
守 

 
 
 

家
来
江

御
預
ケ
被
成
候
事 

 
 
 
 

二
月
十
六
日 

 

（
注
）
当
代
（
最
後
の
）
奈
良
奉
行
及
び
そ
の
家
族
等
の
保
護
預
か
り
を
命
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
松
平
賜
姓
を
廃
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
は
、
正
月
十
六
日
（
「
家
記
」
１
０
参
照
）
と
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
を
受
け
て
「
柳
澤
甲
斐
守
」
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
藩
主
で
は
な

く
「
家
来
江

御
預
」
と
な
っ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。 

  

一 

於
御
用
部
屋 

 
 

 

病
気
ニ

付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

願
之
通 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
田
収
助 

辰
三
十
六

（
明
治
二
年
参
政
職
） 

 
 

 

御
役
御
免 

○分
１
０
年
寄
並
二
百
四
十
石
役
料
六
十
俵
（
奥
文
学
武
芸
・
御
武
具
御
用
掛
） 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

寄
合
衆 

 
 
 
 
 
 
 
 

病
気
名
代 

 
 

 

 
 

 

被
仰
付
之 

 
 
 
 
 
 
 
 

池
谷
左
軍
治 

２
７
参
照 

  
 
 
 

但
、
是
迠
之
御
役
料
六
拾
俵
上
ル 

 
 

 

右
之
趣
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
披
露
立
會
例
之
通 

 

（
注
）
内
田
は
明
治
二
年
郡
山
藩
新
職
制
で
は
、
執
政
平
岡
の
下
で
安
元
と
共
に
参
政
職
を
務
め
て
お
り
、

こ
れ
が
単
な
る
病
気
御
役
御
免
か
極
め
て
疑
わ
し
い
。 

 

３
９ 

 
 

 

病
気
ニ

付 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

願
之
通 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
木
亭
左
衛
門 

 
 

 

御
役
御
免 

 
 
 
 
 
 
 

病
気
名
代 

 
 
 
 

 

 
 

 

寄
合
衆
被
仰
付
之 

 
 
 
 
 

藤
波
牧
太 

３
６
参
照 

 
 
 
 

但
、
是
迠
之
御
役
料
百
五
拾
俵
上
ル 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
明
治
二
年
内
務
局
家
知
事
） 

（
注
）
茂
木

○分
１
３
御
年
寄
並
百
五
十
石
役
料
百
五
十
俵
（
御
馬
等
御
用
掛
）
辰
四
十
四 

茂
木
も
公
儀
人
で
あ
り
、
新
職
制
で
要
職
を
務
め
て
い
る
こ
と
か
ら
同
様
の
疑
問
が
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

右
同
断 

 
 

 

病
気
ニ

付 
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願
之
通 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
川
友
作 

 

 
 
 

文
学
督
学
兼 

 
 
 
 
 
 
 

病
気
名
代 

 
 

 
 
 

御
免
被
仰
付
之 

 
 
 
 
 
 
 

山
村
治
左
衛
門 

 
 

 

（
注
）
藤
川

○分
２
２
寄
合
衆
二
百
石
（
文
学
督
学
兼
） 

辰
六
十
一 

 
 
 
 
 

山
村

○分
２
０
５
御
書
院
詰
四
十
石
役
料
三
十
五
俵
（
儒
者
見
習
、
御
年
録
方
兼
、
御
系
譜
御
用
掛
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

辰
四
十
三 

 
 

 

山
村
は
貢
士
指
名 

３
６
（
注
）
参
照 

 
 

当
時
の
藤
川
は
七
十
二
の
高
齢
で
あ
り
、
と
て
も
時
勢
の
変
化
に
つ
い
て
い
け
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。 

  
 

右
同
断 

 
 
 

病
気
ニ

付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

願
之
通
御
役 

 
 
 
 
 
 
 
 

福
貴 

硤 
 

 
 
 

御
免
被
仰
付
之 

 
 
 
 
 
 

病
気
名
代 

 
 
 

勘
定
所
勤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

園
崎
實
馬 

 

 
 
 
 

支
配
方
郡
代 

 

（
注
）
福
貴

○分
３
６
８
大
小
姓
席
四
十
石
（
御
徒
目
付
兼
役
） 

申
二
十
七 

 
 
 
 
 

＊
「
徒
目
付
兼
」
罷
免
で
勘
定
所
勤
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 
 

園
崎

○分
３
７
７
大
小
姓
席
四
十
石
（
御
徒
目
付
兼
役
） 

辰
三
十
二 

 

４
０ 

 
 

右
同
断 

 
 
 

病
気
ニ

付 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

願
之
通 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
謙
吾 

 

 
 
 

出
役
御
免 

 
 
 
 
 
 
 
 

病
気
名
代 

 
 
 

被
仰
付
之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬
場
駒
次
郎 

 
 

 

勘
定
所
勤 

 
 

 
 

支
配
方
是
迠
之
通 

 

（
注
）
山
本

○分
３
７
５
大
小
姓
席
四
十
石
役
料
五
俵
（
目
安
方
兼
役
） 

子
二
十
三 

 
 
 
 
 

＊
「
目
安
方
兼
」
罷
免
で
勘
定
所
勤
と
な
っ
て
い
る
（
支
配
方
は
郡
代
で
変
わ
ら
ず
）。 

 

 
 
 

馬
場

○分
３
２
４
馬
廻
席
四
十
五
石
（
支
配
方
御
城
代
） 

 
 
 

辰
十
七 

  
 

右
同
断 

 
 

 

古
役 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寄
合
衆 

 
 

 

引
合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内
田
収
助 

 
 

３
８
参
照 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茂
木
亭
左
衛
門 

３
９
参
照 

 
 
 
 

右
同
断
不
及
披
露 

 

（
注
）
こ
の
発
令
は
引
継
ぎ
に
関
す
る
も
の
か
意
味
不
明
。
３
８
・
３
９
参
照
。 

  
 
 
 
 

十
七
日 

 

一 

折
入
之
間 

 
 

 

御
着
座 

４
１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

大
目
附 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
田 

一 

（
明
治
二
年
民
事
局
副
長
） 

 
 

 

被
仰
付
之 

 
 
 
 

○分
９
５
弓
鉄
砲
頭
百
五
十
七
石
役
料
四
十
三
俵 

辰
三
十
八 

 
 

 

右
之
趣 

御
直
々
被
仰
付
之
、
披
露
御
奏
者
番 

 
 

 

御
取
合
五
郎
右
衛
門
、
侍
座
例
之
通 

 

（
注
）
藩
主
直
々
の
発
令
で
あ
り
、
或
い
は
特
命
（
藩
内
綱
紀
粛
清
か
）
が
あ
っ
た
の
か
。 
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御
廣
式
御
用
役 

 
 
 
 
 
 
 

長
谷
川
勇
之
進 

 

 
 
 

被
仰
付
之 

 
 

○分
２
７
８
長
柄
頭
四
十
石
勤
料
五
俵
役
料
十
五
俵 

辰
三
十
八 

 
 
 
 

是
迠
之
御
役
料
・
勤
料
共
其
侭
被
下
之 

 
 
 

右
同
断 

  

一 

於
御
用
部
屋 

 
 
 

御
金
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
毛
） 

 
 

 
 
 

御
役
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丸
尾
恒
介 

（
明
治
二
年
銃
士
隊
長
） 

 
 
 

被
仰
付
之 

 

○分
中
８
相
之
間
三
十
五
（
支
配
方
御
金
奉
行
） 

亥
十
八 

 
 

 
 

支
配
方
是
迠
之
通 

４
２ 

 
 

 

右
之
趣
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
披
露
立
會
例
之
通 

  
 
 

古
役 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

大
目
附 

 
 
 

引
合 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
田 

一 

 
 
 

右
同
断
不
及
披
露 

  
 

 
 

誓
詞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
田 

一 

 
 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
谷
川
勇
之
進 

 
 
 

右
如
例 

  
 
 
 
 

十
八
日 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

目
安
方
兼
役 

 
 
 
 
 
 
 

中
山
兎
毛
馬 

 
 
 
 

被
仰
付
之 

 

○分
３
８
２
大
小
姓
席
四
十
五
石
（
支
配
方
郡
代
） 

寅
三
十 

 
 
 
 
 
 

支
配
方
是
迠
之
通 

 
 
 

右
之
趣
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
披
露
立
會
例
之
通 

 

４
３ 

 

一 

樋
口
與
兵
衛
方
願
、
井
上
甚
五
左
衛
門
差
出
之 

 

 
 

 

私
せ
か
れ
同
姓
文
右
衛
門
儀
、
此
度
吉
松
竜
庵 

 
 

 

取
持
を
以
、
千
葉
七
郎
右
衛
門
娘
後
妻
へ
縁
組 

 

 
 

 

仕
度
旨
差
出
之
、
即
日
御
聞
済
ニ

付 

 
 
 
 
 
 

 

（「
屋
」
脱
カ

） 

 
 

 
 

元
御
用
部 

ニ
而

申
談
之 

 

（
注
）
樋
口 

３
１
（
御
家
老
格
）
参
照 

 
 
 
 
 

井
上 

３ 

（
御
家
老
格
）
参
照 

 
 
 

樋
口
文
右
衛
門

○分
４
９
御
鑓
奉
行
格
（
部
屋
住
無
記
入
）
卯
二
十
三 

 
 
 

吉
松

○分
２
０
９
御
書
院
詰
四
十
石
勤
料
十
俵
（
本
道
、
奥
）
辰
三
十
五 

 
 
 

千
葉

○分
２
１
寄
合
衆
二
百
三
十
石 

辰
四
十 

  
 
 
 
 

十
九
日 

 
 

 

折
入
之
間 

 
 

 

御
着
座 

 
 
 
 

御
用
人
並 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

被
仰
付
之 

 
 
 
 
 
 
 

土
肥
老
之
丞 

（
明
治
二
年
内
務
局
参
知
事
） 

 
 
 
 

是
迠
之
御
役
料
之
内 

 
 
 

 

 
 
 
 

拾
俵
高
結
都
合
百
石 

 
 
 
 

被
成
下
、
残
ル
御
役
料
ニ 

 
 
 
 

四
拾
俵
御
増
、
都
合
七
拾
俵 

 
 
 
 

被
下
之 

 

（
注
）
土
肥
は
、
分
限
帳
で
は
次
の
通
り
記
さ
れ
て
お
り
、
此
の
発
令
は
分
限
帳
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い 
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と
思
わ
れ
る
（
つ
ま
り
現
存
分
限
帳
は
、
二
月
中
旬
頃
に
記
録
を
終
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
）。 

 
 
 
 

慶
応
元
丑
年
四
月
二
十
一
日 

 
 

６
６
一
、
九
十
石
（
七
十
八
石
） 

土
肥
老
之
丞 

辰
三
十 

 
 

 
 
 
 

御
役
料
四
十
俵
（
十
二
俵
） 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
発
令
前
の
九
十
石
が
百
石
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
役
料
四
十
俵
か
ら
十
俵
を
振
替
（
高

十
石
は
実
取
高
四
石
、
四
斗
俵
十
俵
も
四
石
で
同
価
値
だ
が
家
格
と
し
て
昇
格
す
る
）
た
も
の
で
あ
り
、

役
料
残
高
三
十
俵
に
四
十
俵
の
加
増
で
七
十
俵
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
実
収
で
は
百
三
十
石
か
ら
百
七

十
石
に
加
増
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
慶
応
元
年
に
七
十
八
石
十
二
俵
（
実
収
九
十
石
）
か
ら
九
十

石
四
十
俵
（
実
収
百
三
十
石
）
、
今
回
実
収
百
七
十
石
と
大
幅
な
加
増
に
な
る
。
藩
財
政
逼
迫
の
折
柄
一

体
何
が
あ
っ
た
の
か
。 

 

４
４ 

 
 
 

右
之
趣 

 
 
 

御
直
々
被
仰
付
之
、
披
露
御
奏
者
番
御
取
合 

 
 
 

五
郎
右
衛
門
、
侍
座
例
之
通 

  

一 

於
御
用
部
屋 

 
 
 

御
警
衛
御
用
ニ

付 
 
 
 
 
 
 

服
部
勇
左
衛
門 

 
 
 

出
京 

 
 
 
 
 
 
 

○分
１
８
９
御
書
院
詰
四
十
石
役
料
二
十
俵 

 

辰
四
十
二 

 
 
 

被
仰
付
之 

 
 

右
之
趣
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
立
會
例
之
通 

 

（
注
）
保
申
は
、
十
七
日
に
親
征
供
奉
を
命
じ
ら
れ
（「
家
記
」
３
７
参
照
）、
十
八
日
上
京
し
て
い
る
が
、 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
何
故
か
殆
ど
関
連
記
事
が
な
い
。
服
部
上
京
は
こ
の
た
め
の
増
強
策
か
。 

  
 
 
 

 

廿
日 

 

一 

竜
華
山
江 

 
 

 

御
名
代 

  
 
 
 
 

廿
一
日 

４
５ 

 
 
 
 
 

廿
ニ
日 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

益
田
金
作
２
６
参
照 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

樋
口
新
八
２
８
参
照 

明
治
二
年
参
事 

 
 

 

其
方
儀
去
卯
九
月
、
無
宿
栄
蔵
・
由
松
御
目
付
両
手
申
合
、
取
調
可
申
處
、 

御
目
付
一
手
ニ
而

為
取
調
候
段
、
不
束
至
極
候
、
依
之
急
度
も
可
被
仰 

 

付
候
処
、
此
度
京
都
表
ゟ
大
赦
被
仰
出
候
ニ

付
、
御
沙
汰
不
被
及
候
段 

 

被
仰
出
之 

右
之
趣
、
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
立
會
例
之
通 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
澤
角
兵
衛 

○分
１
０
２
御
弓
鉄
砲
頭
百
石
役
料
百
俵 

 

辰
二
十
八 

４
６ 

 
 

其
方
儀
先
役
中
、
去
卯
九
月
無
宿
栄
蔵
・
由
松
町
奉
行
両
手
申
合
、
取
調
可

申
處
、
其
方
一
手
ニ
而

取
調
候
段
、
不
束
至
極
ニ

候
、
依
之
急
度
も
可
被
仰
付 

 
 

候
處
、
此
度
京
都
表
ゟ
大
赦
被
仰
出
候
ニ

付
、
御
沙
汰
不
被
及
候
段
、
被
仰

出
之 

 

右
同
断 

 

（
注
）
無
宿
人
の
取
調
を
一
手
の
み
で
行
っ
た
の
は
、
不
束
至
極
と
し
て
、
町
奉
行
・
目
付
を
処
分
す
べ
き 

と
こ
ろ
を
大
赦
令
に
よ
り
免
除
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
通
常
無
宿
人
取
調
は
、
町
方
同
心
・
代
官
手
代 

の
所
管
で
あ
り
、
如
何
に
も
大
仰
で
あ
る
。
或
い
は
密
偵
・
隠
密
の
疑
い
が
あ
る
無
宿
人
を
見
逃
し
た 

の
で
は
な
い
か
。
な
お
小
澤
は
慶
応
三
年
十
月
六
日
付
け
で
弓
鉄
炮
頭
に
転
任
し
て
い
る
の
で
、
事
件 
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発
生
の
九
月
に
は
町
奉
行
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
維
新
の
大
赦
令
は
正
式
に
は
三
月
発
令
で
あ
り 

（「
家
記
」
３
９
参
照
）
、
こ
れ
は
明
治
天
皇
元
服
に
と
も
な
う
正
月
十
五
日
大
赦
令
か
。 

  
 
 
 
 

廿
三
日 

  

一 

於
御
用
部
屋 

 
 
 
 

是
迠
之
御
役
料
之
内 

 
 
 
 

五
俵
高
結 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

都
合
五
拾
石 

 
 
 
 
 
 
 

太
田
荒
五
郎 

 
 
 
 

被
成
下 

 
 
 
 
 

○分
３
６
５
大
小
姓
席
五
十
石
（
御
徒
目
付
兼
役
）
巳
三
十
五 

 
 
 
 

御
徒
目
付
兼
役 

 
 
 
 

御
免
被
仰
付
之 

 
 
 
 

勘
定
所
勤 

 
 
 
 
 

支
配
方
郡
代 

 
 
 
 
 
 

但
、
是
迠
之
御
役
料
拾
俵
上
ル 

４
７ 

 
 

右
之
趣
五
郎
右
衛
門
申
渡
之
、
披
露
立
會
例
之
通 

 

（
注
）
こ
の
場
合
は
、
従
来
四
拾
五
石
、
役
料
十
俵
の
と
こ
ろ
兼
務
解
消
に
よ
り
役
料
は
廃
止
さ
れ
、
五
俵

の
み
が
高
振
替
え
ら
れ
て
五
十
石
と
な
っ
た
も
の
。
実
収
入
は
五
十
五
石
か
ら
五
十
石
に
減
額
に
な
る
。 

 
 

但
し
分
限
帳
で
は
「
御
徒
目
付
兼
役
」
で
五
十
石
役
料
無 

と
な
っ
て
い
る
。 

  
 
 
 

病
気
ニ

付 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

願
之
通 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

森 

五
十
郎 

 
 
 
 

出
役 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

病
気
名
代 

 
 
 
 

御
免
被
仰
付
之 

○分
３
４
５
大
小
姓
組
四
十
石
役
料
十
俵
（
銃
隊
組
頭
兼
）
辰
三
十
六 

 
 
 
 

席
是
迠
之
通 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

＊
又
十
郎
？ 

 
 
 
 
 

安
達
三
郎
兵
衛
組 

 
 
 
 
 
 

但
、
是
迠
御
役
料
拾
俵
上
ル 

 
 

 

右
同
断 

  
 
 
 
 

廿
四
日 

 

一 

於
御
年
寄
詰
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支
配
頭
江 

 
 
 
 

坊
主
格 

 
 
 
 

申
付
之 

 
 
 
 
 
 
 
 

御
武
具
同
心 

 
 
 
 
 

御
武
具
師
兼 

 
 
 
 
 
 

山
本
長
之
助 

 

 
 
 
 
 

勤
料
壱
人
扶
持
被
下
之 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

支
配
方
是
迠
之
通 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

（
注
）
山
本
金
之
助

○分
下
２
小
給
人
三
両
二
人
扶
持
、
勤
金
一
両
勤
料
一
人
扶
持 

 
 

と
も
思
わ
れ
る
が
、
か
な
り
不
一
致
で
、
そ
の
他
に
山
本
姓
多
く
比
定
困
難
。 

或
い
は
扶
持
米
被
下
者
四
人
扶
持
の
山
本
勝
之
助
か
。 

 

４
８ 

 
 

 

右
ハ
平
日
御
奉
公
向
貞
実
ニ

相
勤
、
其
上
近
年
格
段
御
用
増
之
処
、
出
精 

 
 

 

相
勤
右
御
用
多
中
御
取
込
、
承
手
業
を
以
御
奥
向
之
御
用
度
々
被
仰
付
候 

 
 

 

処
、
無
料
ニ
而

相
納
候
段
、
小
給
之
身
分
奇
特
至
極
ニ

候
、
依
之
格
外
之 

訳
を
以
、
右
之
通
申
付
之 

 
 

 

右
之
趣
、
平
太
申
渡
之
、
立
會
大
目
附 

 
 

平
太
３
２
参
照 

  
 

 
 
 

廿
五
日 

 

一 

於
御
用
部
屋 

 
 
 
 

御
朱
印
御
長
持 

 
 
 
 
 
 

大
目
附 
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御
封
印
相
改
候
ニ

付 
 
 
 
 
 

其
余 

 
 
 
 

罷
出
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

例
之
通 

 
 

右
立
會
御
年
寄 

 

（
注
）
２
０
参
照
。 

  
 
 
 
 

廿
六
日 

   
 
 
 

 

廿
七
日 

 
 
 
 
 

廿
八
日 

  
 
 
 
 

廿
九
日 

 
 
 
 
 

晦
日 

  

一 

於
御
用
部
屋 

 
 
 
 

来
月
之
月
番
届
例
之
通 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （

完
） 

      


